
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
は
、
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
国

と
そ
の
周
辺
の
国
々
に
、
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
重

要
性
を
認
識
さ
せ
、
政
策
運
営
の
透
明
性
、
規
制

当
局
に
よ
る
金
融
機
関
の
監
視
の
重
要
性
を
自
覚

さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
脆
弱
な
銀
行
部
門
、
未

熟
な
金
融
規
制
・
監
督
機
能
が
通
貨
危
機
の
影
響

を
拡
大
さ
せ
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
各
国
の
金
融

シ
ス
テ
ム
の
整
備
は
す
す
ん
だ
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
も
、
ま
ず
、
一
九
九

九
年
新
中
央
銀
行
法
の
制
定
に
よ
り
、
中
央
銀
行

（
中
銀
）
の
政
治
か
ら
の
独
立
性
が
確
立
さ
れ
、

そ
の
目
的
は
自
国
通
貨
ル
ピ
ア
の
安
定
と
金
融
政

策
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し

て
同
年
外
国
為
替
管
理
法
も
制
定
さ
れ
、
中
銀
へ

の
外
貨
取
引
の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
二
○

○
五
年
に
は
物
価
抑
制
を
目
的
と
し
た
イ
ン
フ
レ

目
標
の
設
定
が
導
入
さ
れ
、
マ
ク
ロ
経
済
安
定
に

む
け
た
制
度
の
整
備
も
進
ん
で
い
る
。

し
か
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
通
貨
危
機
の
与

え
た
影
響
は
、
金
融
、
マ
ク
ロ
経
済
に
留
ま
ら
な

い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
銀
行
危
機
、
経
済
危
機
、

さ
ら
に
政
治
体
制
の
転
換
と
、
甚
大
な
打
撃
を
国

全
体
に
及
ぼ
し
た
。
三
二
年
間
政
治
的
安
定
を
図

り
、
経
済
成
長
の
基
盤
を
築
き
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
秩
序
で
あ
っ
た
ス
ハ
ル
ト
体
制
が
崩
壊
し
た
あ

と
の
一
○
年
間
は
、
混
乱
と
新
た
な
体
制
作
り
の

模
索
の
続
い
た
一
○
年
で
あ
る
と
い
え
る
。

●
国
家
体
制
の
変
容

国
家
の
「
安
定
」
と
「
開
発
」
を
旗
印
に
、
権

威
主
義
体
制
を
敷
き
、
国
家
権
力
を
一
手
に
集
中

さ
せ
て
い
た
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
が
退
陣
し
た
こ
と

で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
変
革

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ま
ず
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
が

依
拠
し
た
一
九
四
五
年
憲
法
は
四
度
の
改
正
を
経

て
刷
新
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
司
法
府
独
立
の
法

的
保
障
が
与
え
ら
れ
、
憲
法
裁
判
所
が
新
設
さ
れ
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
体
制
は
三
権
分
立
を
原
理

と
し
た
よ
り
純
粋
な
大
統
領
制
へ
と
変
容
し
て
い

る
（
参
考
文
献
①
参
照
）。
一
九
九
九
年
と
二
○

○
四
年
に
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
二
○
○
四
年
に

は
国
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
現
ユ
ド
ヨ
ノ
大
統
領

が
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
直
接
投
票
の
結
果
が
大
き

な
混
乱
も
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
民
主
化
は
完
成
を
見
た
と
い
え
る

（
参
考
文
献
①
参
照
）。

政
治
体
制
の
転
換
に
よ
り
、
基
本
的
人
権
が
確

立
さ
れ
、
国
民
に
は
政
治
的
自
由
が
保
障
さ
れ
た
。

さ
ら
に
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
へ
国
家
権
力
が
集
中
す

る
強
力
な
中
央
集
権
か
ら
地
方
分
権
へ
移
行
し
た

こ
と
は
、
重
要
な
変
革
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
首
長

選
出
の
権
限
や
、
財
政
資
金
の
配
分
増
加
な
ど
、

地
方
が
自
治
権
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
国
は
中
央

＋
地
方
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
の
運
営

が
必
要
と
な
っ
た
。
ス
ハ
ル
ト
体
制
の
安
定
の
基

盤
で
あ
っ
た
国
軍
の
機
能
も
変
化
し
、
政
治
へ
の

関
与
も
低
下
す
る
な
ど
、
様
々
な
側
面
で
国
家
の

統
治
機
構
が
変
化
を
遂
げ
た
一
○
年
で
あ
っ
た
。

●
経
済
運
営
の
変
化

通
貨
危
機
に
端
を
発
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
危

機
は
、
為
替
の
下
落
や
金
利
の
高
騰
な
ど
の
一
過

性
の
ダ
メ
ー
ジ
を
越
え
て
、
経
済
運
営
の
基
盤
自

体
が
崩
壊
す
る
よ
り
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

強
力
な
ス
ハ
ル
ト
政
治
体
制
の
崩
壊
は
、
ス
ハ
ル

ト
体
制
の
国
家
統
治
の
一
部
で
あ
っ
た
開
発
政
策

の
あ
り
方
に
も
変
更
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ス

ハ
ル
ト
体
制
下
の
開
発
政
策
で
は
、
開
発
資
金
を

国
外
か
ら
調
達
し
、
国
家
開
発
企
画
庁
が
五
カ
年

計
画
を
策
定
し
、
予
算
配
分
を
行
っ
て
い
た
。
危

機
後
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が

実
質
的
な
経
済
運
営
の
指
針
と
な
っ
た
。
二
○
○

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
│
変
化
を
積
み
重
ね
た
一
○
年
間
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三
年
末
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
卒
業
す
る
ま

で
の
六
年
間
、
政
権
は
ハ
ビ
ビ
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ラ

フ
マ
ン
・
ワ
ヒ
ド
、
メ
ガ
ワ
テ
ィ
と
三
度
変
わ
る

が
、
経
済
政
策
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
政
府
と
の
交
渉
に
よ

り
頻
繁
に
検
討
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
過
程

が
公
に
さ
れ
、
政
策
の
目
標
と
成
果
が
誰
の
目
に

も
わ
か
り
や
す
い
形
で
公
表
さ
れ
た
こ
と
が
、
Ｉ

Ｍ
Ｆ
以
降
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
経
済
政
策
運
営
の

運
営
のの

透
明
性
を
高
め
る
道
筋
を
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
引
き
継
い
だ
も
の
が
、
二
○
○
三
年
九
月

に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
卒
業
を
前
に
し
て
策
定

さ
れ
た
経
済
政
策
「
白
書
」
で
あ
る
。
白
書
の
内

容
は
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
前
提
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
現
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
は
発

足
直
後
一
○
○
日
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
国
家
中
期
開
発

計
画
（
二
○
○
四
〜
○
九
年
）
を
策
定
し
、
国
内

経
済
活
性
化
に
対
す
る
強
い
意
志
を
示
し
た
。
同

政
権
は
、
国
家
開
発
企
画
庁
に
新
た
な
法
的
位
置

づ
け
を
与
え
、
開
発
計
画
に
関
す
る
政
策
立
案
の

中
心
に
戻
し
た
。

●
財
政
構
造
の
変
化

国
家
の
経
済
運
営
の
基
盤
で
あ
る
財
政
資
金
の

手
当
て
の
方
法
も
大
き
く
変
わ
っ
た
。
従
来
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
国
家
予
算
の
不
足
分
を
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
支
援
国
会
合
（
Ｃ
Ｇ
Ｉ
）
か
ら
の
援
助
金

で
ま
か
な
っ
て
い
た
。
そ
の
開
発
資
金
は
国
家
開

発
企
画
庁
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
て
い
た
が
、
二
○

○
三
年
予
算
配
分
機
能
は
財
務
省
に
移
管
さ
れ
た
。

ス
ハ
ル
ト
体
制
下
で
国
家
開
発
政
策
立
案
と
開
発

資
金
配
分
と
い
う
大
き
な
権
限
を
集
中
し
て
有
し

て
い
た
国
家
開
発
企
画
庁
の
役
割
が
変
わ
っ
た
こ

と
は
、
ス
ハ
ル
ト
の
開
発
政
策
が
終
わ
っ
た
こ
と

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

国
債
の
発
行
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
だ
が
、
危
機
に
よ
っ
て
膨
大
な
債
務
超

過
に
陥
っ
た
銀
行
を
救
済
す
る
た
め
に
、
資
本
注

入
を
目
的
と
し
た
国
債
が
二
○
○
○
年
ま
で
に
四

ま
で
に
四
に
四

三
一
兆
ル
ピ
ア
発
行
さ
れ
た
。
当
初
国
債
の
発
行

兆
ル
ピ
ア
発
行
さ
れ
た
。
当
初
国
債
の
発
行

は
、
こ
の
銀
行
救
済
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
け
に

限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
継
続
的
な
利
払
い
や
、
国

債
の
償
還
資
金
の
手
当
て
の
必
要
性
も
あ
り
、
二

○
○
二
年
に
財
政
赤
字
補
填
を
目
的
と
し
た
赤
字

国
債
や
政
府
短
期
証
券
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
（
二
○
○
二
年
第
二
四
号
国
債
に
関
す
る
法

律
）。二

○
○
六
年
に
は
、
通
貨
危
機
時
に
負
っ
た
Ｉ

Ｍ
Ｆ
か
ら
の
債
務
を
完
済
し
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
の
議
事
役

を
世
銀
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
移
し
、
今
後
援
助

外
国
借
款
に
頼
ら
な
い
自
立
的
な
財
政
運
営
を
目

指
す
と
い
う
方
向
に
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、

二
○
○
五
年
に
は
原
油
高
に
よ
っ
て
財
務
破
綻
の

危
機
に
直
面
す
る
な
ど
、
安
定
的
に
財
政
運
営
を

実
施
す
る
に
は
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
な
ど
解
決
す

べ
き
課
題
は
多
い
。
国
債
発
行
に
よ
る
財
政
資
金

調
達
は
、
二
○
○
四
年
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
○
・
三
％
だ

っ
た
が
、
二
○
○
五
年
は
同
○
・
八
％
、
二
○
○

六
年
同
一
・
一
％
と
確
実
に
増
え
続
け
て
お
り
、

自
立
的
な
財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
る
。

●
健
全
な
金
融
政
策
実
施
に
む
け
て

新
中
央
銀
行
法
の
制
定
（
一
九
九
九
年
、
二
○

○
四
年
改
定
）
を
う
け
て
、
銀
行
監
督
機
能
は
設

立
が
予
定
さ
れ
て
い
る
金
融
監
督
庁
（
Ｏ
Ｊ
Ｋ
）

に
移
管
し
、
ル
ピ
ア
の
安
定
と
マ
ク
ロ
経
済
の
安

定
が
中
銀
の
責
務
と
な
っ
た
。
中
銀
は
健
全
な
金

融
政
策
の
実
施
に
向
け
て
、
二
○
○
五
年
に
イ
ン

フ
レ
目
標
を
導
入
し
た
。
二
○
○
六
年
、
○
七
年

の
目
標
は
そ
れ
ぞ
れ
八
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
一
％
、

八
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
一
％
、

プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
一
％
、

六
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
一
％
と
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
一
％
と
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

通
貨
供
給
量
を
調
整
す
る
た
め
の
金
利
と
し
て
中

銀
レ
ー
ト
（
Ｂ
Ｉ
レ
ー
ト
）
が
公
表
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
従
来
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
中
銀
証

書
（
Ｓ
Ｂ
Ｉ
）
が
指
標
金
利
と
み
な
さ
れ
て
い
た

が
、
Ｂ
Ｉ
レ
ー
ト
の
導
入
、
短
期
財
務
証
書
の
発

行
に
よ
り
、
よ
り
効
率
的
な
金
融
政
策
を
実
施
す

る
た
め
の
道
具
が
そ
ろ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
通
貨
危
機
の
教
訓
か
ら
、
中
銀
は
外
貨
準

備
の
積
み
増
し
も
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、
一
九

九
七
年
に
は
一
七
四
三
万
ド
ル
だ
っ
た
外
貨
準
備

は
二
○
○
六
年
に
は
四
二
五
九
万
ド
ル
に
ま
で
増

加
し
て
い
る
。

●
金
融
部
門
の
変
化
─
銀
行
再
編

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
本
格
的
な
銀
行
危
機
は
、
タ

イ
の
通
貨
危
機
が
波
及
し
て
生
じ
た
と
い
う
よ
り
、

一
九
九
七
年
一
一
月
経
営
不
振
で
あ
っ
た
一
六
の

商
業
銀
行
が
清
算
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
一
九

九
八
年
の
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ア
シ
ア
銀
行
（
Ｂ
Ｃ

Ａ
）
の
取
り
付
け
騒
ぎ
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
末
期
の

ル
ピ
ア
急
落
を
う
け
て
多
く
の
銀
行
が
債
務
超
過

に
陥
っ
た
こ
と
な
ど
複
数
の
出
来
事
に
よ
っ
て
深

刻
化
し
て
い
っ
た
。
一
九
九
九
年
に
は
銀
行
の
平
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均
不
良
債
権
比
率

は
五
八
・
七
％
に

達
し
た
。
債
務
超

過
は
銀
行
が
海
外

か
ら
資
金
を
多
く

調
達
し
て
い
た
結

果
、
ド
ル
建
て
で

の
負
債
額
が
膨
ら

ん
だ
こ
と
に
よ
る
。

ま
た
、
銀
行
と
同

、
銀
行
と
同

様
に
外
貨
建
て
の

負
債
が
膨
ら
ん
だ

企
業
の
経
営
が
傾

い
た
こ
と
、
さ
ら

に
ス
ハ
ル
ト
政
権

崩
壊
に
よ
り
通
貨

危
機
が
政
治
経
済

危
機
の
様
相
に
変

わ
っ
て
い
た
こ
と

が
大
き
く
影
響
し

た
。
壊
滅
的
と
い

。
壊
滅
的
と
い

っ
て
よ
い
状
態
で

あ
っ
た
銀
行
部
門

の
再
建
は
、
危
機

後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。

そ
の
再
建
策
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
銀
行
再
建
庁

（
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
）
の
設
立
、
不
良
債
権
の
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ

へ
の
移
管
、
国
債
の
注
入
に
よ
る
破
綻
銀
行
の
再

資
本
化
や
国
有
化
、
有
力
銀
行
の
統
合
、
不
振
銀

行
の
閉
鎖
な
ど
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
経
済

危
機
の
震
源
地
と
も
い
え
た
銀
行
部
門
が
、
よ
う

や
く
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
の
は
貸
出
し
総
額
が

再
び
増
加
し
始
め
た
二
○
○
二
年
頃
で
あ
る
（
図

１
）。
そ
の
間
、
銀
行
数
は
危
機
以
前
の
二
四
○

行
か
ら
一
三
一
行
に
減
少
し
て
い
る
。
二
○
○
三

三
一
行
に
減
少
し
て
い
る
。
二
○
○
三

行
に
減
少
し
て
い
る
。
二
○
○
三

年
に
中
銀
は
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
と
い
う
中
長
期
の
銀
行
再

編
計
画
を
発
表
し
、
二
○
一
○
年
頃
に
は
銀
行
数

を
八
○
行
程
度
に
削
減
し
、
銀
行
を
主
要
業
務
に

応
じ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
機
能
別
に
銀
行

部
門
の
整
理
を
行
う
こ
と
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
銀

行
部
門
の
強
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
（
銀
行
部

門
の
再
建
に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献
④
を
参
照
）。

●
資
本
市
場
の
拡
大

二
○
○
二
年
、
銀
行
貸
出
し
は
増
え
始
め
た
が
、

始
め
た
が
、
が
、

そ
の
一
方
で
事
業
債
発
行
に
よ
る
企
業
の
資
金
調

達
も
急
速
に
拡
大
し
た
。
銀
行
貸
出
し
の
増
加
は

増
加
はは

消
費
向
け
信
用
の
急
増
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、

大
企
業
を
中
心
に
資
金
調
達
の
場
が
資
本
市
場
へ

移
っ
た
状
況
に
あ
っ
た
。
二
○
○
五
年
に
は
、
事

五
年
に
は
、
事

年
に
は
、
事
、
事事

業
債
の
発
行
は
一
段
落
し
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
株
式

で
の
調
達
が
増
え
始
め
て
い
る
。
こ
の
大
企
業
の

が
増
え
始
め
て
い
る
。
こ
の
大
企
業
の

。
こ
の
大
企
業
の

直
接
金
融
か
ら
の
資
金
調
達
が
定
着
す
れ
ば
、
間

接
金
融
の
役
割
も
変
化
し
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
上
場
企
業
数
は
四
四
四
社
、
株
式

時
価
総
額
は
二
八
○
兆
ル
ピ
ア
（
二
○
○
六
年

末
）
と
、
銀
行
貸
出
残
高
の
三
五
％
程
度
で
あ
り
、

ま
だ
発
展
途
上
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
○

な
が
ら
、
二
○

、
二
○

○
六
年
に
入
る
と
、
株
高
の
状
態
が
続
き
、
バ
ブ

、
株
高
の
状
態
が
続
き
、
バ
ブ

株
高
の
状
態
が
続
き
、
バ
ブ

ル
を
懸
念
す
る
声
も
上
が
っ
て
い
る
。

も
上
が
っ
て
い
る
。

上
が
っ
て
い
る
。

●
企
業
構
造
の
変
化

通
貨
危
機
は
、
企
業
統
治
の
問
題
も
浮
き
彫
り

に
し
た
が
、
銀
行
部
門
の
再
編
に
よ
る
着
目
す
べ

き
側
面
と
し
て
、
銀
行
と
企
業
グ
ル
ー
プ
の
間
の

資
本
一
体
化
構
造
が
ほ
ぼ
消
失
し
た
（
参
考
文
献

②
）
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
主

力
民
間
銀
行
の
多
く
は
サ
リ
ム
、
ダ
ナ
モ
ン
な
ど

有
力
企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
銀
行
で
あ
っ
た
。
銀
行

の
不
良
債
権
処
理
に
伴
い
、
主
要
な
グ
ル
ー
プ
の

債
務
が
整
理
の
対
象
と
な
っ
た
。
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
は
こ

れ
ら
の
う
ち
特
に
二
一
大
債
務
者
を
特
定
し
、
ス

ハ
ル
ト
元
大
統
領
の
家
族
や
側
近
に
よ
る
グ
ル
ー

プ
企
業
の
債
務
の
整
理
を
進
め
た
。
同
時
に
、
サ

リ
ム
グ
ル
ー
プ
な
ど
華
人
企
業
グ
ル
ー
プ
の
解
体

も
進
ん
だ
。
危
機
以
前
に
、
各
産
業
で
上
位
に
あ

っ
た
企
業
グ
ル
ー
プ
の
解
体
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
経
済
の
所
有
構
造
は
大
き
く
変
わ
っ
た
と

い
え
る
。

●
投
資
環
境
の
改
善

こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
な
政
治
・
経
済
の
変
化
の

後
、
二
○
○
四
年
に
は
経
済
成
長
率
も
五
％
台
を

四
年
に
は
経
済
成
長
率
も
五
％
台
を

年
に
は
経
済
成
長
率
も
五
％
台
を

回
復
し
た
。
さ
ら
に
成
長
を
志
向
す
る
時
期
に
、

国
民
か
ら
直
接
の
信
託
を
受
け
た
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権

が
誕
生
し
た
（
図
２
）。
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
は
経
済

成
長
政
策
と
し
て
イ
ン
フ
ラ
開
発
政
策
を
打
ち
出

し
、
民
間
資
本
の
イ
ン
フ
ラ
投
資
を
訴
え
、
投
資

環
境
の
改
善
を
最
重
要
課
題
と
し
た
。
こ
の
背
景

に
は
危
機
か
ら
七
年
間
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
国
内

問
題
の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る
間
に
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
を
取
り
巻
く
国
際
経
済
環
境
が
変
化
し
て
い

た
こ
と
が
あ
る
。
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
通

（出所）インドネシア銀行資料より筆者作成。
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貨
危
機
を
経
験
し
た
周
辺
国
の
回
復
の
早
さ
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
っ
た
国

々
が
積
極
的
に
貿
易
の
拡
大
、
外
国
投
資
の
呼
び

込
み
な
ど
を
行
っ
た
結
果
、
国
際
経
済
の
中
で
そ

の
存
在
感
を
強
め
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
遅
れ
を
と

っ
た
形
と
な
っ
た
。

形
と
な
っ
た
。

と
な
っ
た
。

そ
れ
が
顕
著
に
顕
れ
た
の
が
、
新
規
投
資
が
滞

っ
て
い
た
製
造
業
、
と
く
に
繊
維
・
縫
製
産
業
で

あ
る
。
設
備
投
資
に
十
分
な
資
金
を
手
当
て
で
き

な
か
っ
た
産
業
は
、
設
備
の
老
朽
化
な

ど
に
よ
り
生
産
性
が
低
下
し
た
。
一
方
、

安
価
な
中
国
製
の
輸
入
品
が
国
内
市
場

を
席
巻
し
、
廃
業
す
る
企
業
が
増
え
る

と
い
う
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
状
態
に
対
し
て
は
、
ス
ハ
ル
ト
以

降
の
ど
の
政
権
も
危
機
意
識
を
も
ち
、

投
資
促
進
を
経
済
政
策
の
重
要
な
柱
と

し
、
投
資
の
拡
大
、
外
国
資
本
の
呼
び

込
み
、
銀
行
の
信
用
供
与
の
拡
大
を
常

に
訴
え
て
い
た
が
、
図
２
が
示
す
と
お

り
、
外
国
資
本
投
資
は
低
迷
を
続
け
て

い
る
。
そ
の
た
め
外
国
資
本
に
よ
る
投

資
環
境
を
緊
急
に
改
善
す
る
必
要
が
あ

っ
た
が
、
新
投
資
法
の
制
定
は
な
か
な

か
進
ま
ず
、
二
○
○
七
年
三
月
に
よ
う

や
く
国
会
を
通
過
し
た
段
階
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
外
資
は
国
内
企
業
と
同
様

の
待
遇
を
う
け
、
手
続
き
も
簡
素
化
さ

れ
た
が
、
投
資
環
境
改
善
の
た
め
に
は
、

投
資
法
の
制
定
だ
け
で
な
く
、
労
働
法

の
改
定
や
租
税
・
関
税
制
度
な
ど
の
諸

制
度
の
早
急
な
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

●
新
た
な
危
機
へ
の
危
惧
と
課
題

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
み
な
ら
ず
多
く
の
国
が
、
一

○
年
前
の
通
貨
危
機
の
経
験
か
ら
多
く
を
学
び
、

急
激
な
資
本
移
動
に
そ
な
え
外
貨
準
備
を
積
み
増

し
、
危
機
へ
の
備
え
を
し
て
い
る
。
近
年
ア
ジ
ア

で
運
用
さ
れ
る
資
金
量
が
再
び
増
え
続
け
て
い
る

こ
と
を
受
け
、
各
国
と
も
好
調
な
経
済
を
背
景
と

し
た
大
量
の
資
金
流
入
に
対
す
る
警
戒
感
を
強
め

て
い
る
。
同
じ
危
機
に
は
対
処
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
危
機
は
ど
の
よ
う
な
形
で
起
き
る
か
が

わ
か
ら
な
い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
、
二
○
○

七
年
六
月
に
危
機
の
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
と
し
て

経
済
担
当
調
整
大
臣
府
と
中
銀
、
預
金
保
険
機
構

（
Ｌ
Ｐ
Ｓ
）
と
で
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
化
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
設
置
し
、
危
機
に
備
え
る
体
制
を
整
え
た
。

こ
う
し
た
迅
速
な
対
応
を
と
れ
る
よ
う
に
国
の

体
制
を
整
え
て
き
た
が
、
解
決
す
べ
き
課
題
は
多

き
た
が
、
解
決
す
べ
き
課
題
は
多

が
、
解
決
す
べ
き
課
題
は
多

い
。
過
去
一
○
年
間
、
銀
行
部
門
は
再
編
さ
れ
た

が
、
貸
出
し
は
未
だ
に
投
資
資
金
に
は
向
か
っ
て

お
ら
ず
、
実
物
部
門
、
特
に
中
小
企
業
へ
の
資
金

供
与
を
強
く
要
請
さ
れ
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
国

債
発
行
に
よ
る
財
政
負
担
も
「
危
機
の
費
用
」
と

も
「
危
機
の
費
用
」
と

「
危
機
の
費
用
」
と

し
て
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
失
業
率
は
一
○
％
近

辺
で
高
止
ま
り
し
（
二
○
○
七
年
二
月
九
・
七
五

％
）、
貧
困
率
も
一
七
％
前
後
で
あ
る
（
二
○
○

七
年
三
月
一
六
・
五
八
％
）。

ス
ハ
ル
ト
政
権
崩
壊
後
し
ば
ら
く
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
側
面
で
混
乱
し
た
時
期
が
続
く
と
、
あ
る
種

統
制
の
と
れ
た
ス
ハ
ル
ト
時
代
を
懐
か
し
む
声
も

聞
こ
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
過
去
の
も
の
と
な

り
つ
つ
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
政
権
崩
壊
時
に
小
学
生

だ
っ
た
子
供
た
ち
が
す
で
に
労
働
市
場
に
参
入
す

る
年
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
一
九
歳

未
満
の
人
口
が
全
人
口
の
四
割
を
占
め
る
若
い
国

で
あ
る
。
毎
年
約
二
○
○
万
人
の
労
働
人
口
が
増

え
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
六
％
以
上
の
経
済
成

長
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
危
機
の
費
用
も
払
い
つ

つ
、
雇
用
の
創
出
、
貧
困
削
減
、
マ
ク
ロ
経
済
の

安
定
を
図
り
な
が
ら
成
長
を
目
指
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

（ 

は
ま
だ　

み
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
開
発

研
究
セ
ン
タ
ー
）
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